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１．は じ め に 

  

  平成 14 年 1 月 1 日に「災害教育・災害支援体制」を制度化し、同年 6 月 2 日「災害支援チ 

ームの創設」をしてから、これまで「災害教育・支援体制マニュアル」に基づき「災害準備大作

戦」を毎年 4 月第二日曜日に平成 15 年から 22 年 4 月で計 8 回、各地区持ち回りで開催する

とともに、各団・隊では防災に関する活動を行うなど防災意識の向上に成果を挙げてきた。 

 

しかしながら平成16年10月23日の新潟県中越地震を機に自治体での災害対策が確立され、 

ボーイスカウトとしての団体での奉仕活動を見直す必要が生じてきた。 

また、昨年 3 月 11 日の東日本大震災において、当県連盟内での状況把握、連絡体制などが十 

分に行うことが出来ず、当県旭市での災害支援活動に少なからず混乱をきたしたところである。 

 

特に災害支援チームによる奉仕派遣を基本とした従来マニュアルと、地域行政によるボランテ 

ィアセンターとの乖離が明確になったことから、平成２３年度県連盟年次総会で提案のあった検

討会を発足させ、マニュアルの災害支援体制について見直しを開始するとともに、各地区委員長

のもとにおいて各団のご意見を集約していただくアンケート調査を実施した。皆様からいただい

た貴重な意見を基に、従来の「災害支援マニュアル」から、柔軟で迅速な対応ができる「災害ボ

ランティア活動マニュアル」としたものである。 

  

平成１４年に創設した、<千葉「そなえよつねに」災害準備計画>での創設の経緯とその目的「ス 

カウトと指導者は、自身や家族が被災者になることを想定した日々の教育訓練と、他の被災地に 

対する災害支援準備活動が、災害対策の「車の両輪」として双方のバランスを保ちつつ、{千葉 

「そなえよつねに」災害準備計画}の実を挙げて行く。」は変わることなく継続していくものとす

る。 
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２．災害支援の基本的な考え方 

  ボーイスカウト運動は「ちかいとおきて」の実践を基盤としている。大きな災害が発生した

時も、自分自身・家族・友人・近隣住民および地域のために、機を失せずかつ個人・組織の能

力をわきまえつつ、スカウトと指導者による奉仕活動を実践することこそが「ちかいとおきて」

を具現化するものと言える。 

 

３．組織体制の基本的な考え方 

   災害対策・支援については、小回りが効き、意思決定を迅速に行い行動しやすくすることが 

  必要であることが明らかになった。 県連盟の組織としての対応から地区・団レベルでの活動 

に重点を移すものとする。 

 

４．災害ボランティア活動に対する地区・県連盟の役割 

   これまでの「災害支援」を「災害ボランティア」或いは「災害ボランティア活動」と言い換

え、県連盟、地区、団の役割を次のとおりとする。 

 

 (1) 地区・団の役割 

①災害ボランティア活動の決定は地区及び団とする。 

②現地対策チームの設置⇒被害が少ないため市町村単位のボランティアセンターが開設 

            されない場合でも、被災した地区の判断で独自に開設するこ 

            とができる。 

ボランティアセンターの受付や奉仕先調整を行うことで 

ボーイスカウト関係者の奉仕活動が円滑に進めることを 

目的に地区内に開設する。 

     

【参考】別紙１ 現地対策チームの設置（一例） 

 

(2) 県連盟の役割 

  ①発災時における県連盟事務局は、情報収集と伝達のみを行うものとし、そのために「災 

害連絡本部」設置の準備を行い、理事長(又は副理事長)から委員召集指示を待つ。     

  ②災害連絡本部は、理事長(又は副理事長)を本部長とし、県連盟コミッショナー(又は 

県連盟副コミッショナー)、事務局長、安全委員長で構成される。 

③災害連絡本部は、被災地区からの状況、県連盟事務局等の各種情報を基に、災害ボラン 

ティア活動に関する情報を各地区･団へ発信する。 
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５．初動対応 

(1)県連盟⇒ ①千葉県内の被災 ⇒該当地区･団は、被災状況を収集し地区事務長(又は地区 

委員長)に報告するとともに県連盟事務局長へ報告する。 

                 ⇒該当地区委員長･団委員長は、団内の加盟員の安全を確か 

めた後、県連盟へ報告する。 

        ②県外の被災   ⇒県連盟災害連絡本部は、報道等での情報収集と日本連盟 

から発出されるＨＰ等の情報を収集する。 

              

(2)地区⇒  地区委員長は自地区の被災や隣接地区の被災の場合、現地対策チーム開設要否を 

自地区で決定する。（県連盟災害連絡本部に報告） 

 

(3)団 ⇒    ①自エリア･隣接エリアでの被災では、団内の加盟員の安全確保と共に地域のボ 

ランティアセンターの基に活動を行う。   

        ②自団のスカウト及び指導者等の活動に関しては、支援ができる状況か否かを 

              把握し、自地区と連携を密にして活動する。 

 

  【参考】別紙２ 災害発生と情報連絡体制   

  

６．災害ボランティア活動の条件等 

   (1)被災地への奉仕時期 

被災地の自治体(社会福祉協議会)が運営する「災害ボランティアセンター」が開設されてい 

ること。 

 

(2)奉仕者の保険等 

各自が居住する社会福祉協議会でボランティア活動保険（天災タイプ）に加入する。 

 

(3)発災地の状況把握と活動判断ポイント 

ボランティアに参加をきめたスカウト、指導者、団関係者がいる団委員長は、下記の点を 

考慮し、健康で安全な活動ができるよう支援する。 

①被災状況の確認 

・被災地 ：県内・隣接都県・他府県 

     ・災害  ：交通災害・感染症蔓延・自然災害 (地震･津波･高潮･竜巻･暴風･豪雨･洪水･

噴火) 
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     ・被災状況：家屋全倒壊多数・一部倒壊多数・交通全遮断・一部（鉄道・道路・空路） 

     ・被害者 ：死亡者多数・行方不明者多数 

   ②ボランティアとしての活動 

     ・被災地までの交通手段 （時にはガソリンの給油地などを含む） 

     ・現地における居住状況 

     ・食料･飲料水の状況 

     ・現地での通信状況 

     ・日本連盟：指針発出・未発出  

     ・現地ボランティアセンター：開設済み・未開設・予定なし 

     ・服装・装備の選択 

 

７．災害支援、災害教育の分離・充実 

 ボーイスカウトにおける野外活動プログラムは万一の災害時にも非常に有益であることか

ら、引き続き日頃の隊活動においてスカウトの指導・教育・実践に取り組むこととし、「災害

支援」と「災害教育」に分離させ、「災害教育」を充実させる。 

「災害教育」については、そのマニュアルとして「隊・団が取り組む災害教育プログラムヒ

ント集」を作成している。（平成 25 年 1 月 12 日改訂版） 

自然災害を「知る」自然災害に「そなえる」そして、自分自身や家族を守る、安全をはかる

ことは「減災」の一つになりうることなど、身近なところから災害教育プログラムを展開して

いくものとする。 

 

８.「災害準備の月」 

毎年９月を{千葉「そなえよつねに」災害準備の月}とし、県下で災害について考えるプログラ

ム活動を展開するものとする。これはスカウトの日の活動として展開されてもよい。 

野外活動を中心としたプログラムに加え、災害活動の視点からの救急法、看護法等や防災・減

災面のプログラムを各年代のスカウトにあわせて活動項目を拡げていく。また指導者層への教育

を充実させることで、隊活動を更に充実させる。 

 

 

９.その他 

    災害ボランティア活動の実活動は、可能な限り詳細な記録を残すこととする。それに付随

して、問題点等を整理し、対処の方向性も併せ取りまとめる。 
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【参考】別紙３ 奉仕活動記録メモ  

 

 

10.移行制定日    

改定４ 平成２９年４月１日理事会の承認を経て、同日制定とする。 

 

 

 

改訂来歴 

   初 版 平成１４年１月１日初版 

第２版 平成１６年６月１日改定 

第３版 平成２４年４月７日改定 

第４版 平成２４年４月１日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４版 : 平成２９年４月  作成責任者 

 

  千葉県連盟 安全委員会 : 委員長 鈴木 俊雄 


